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資料編 

第１節 気象庁震度階級関連解説表 

 
 

 
人間 屋内の状況 屋外の状況 木造建物 鉄筋コンクリー

ト造建物 ライフライン 地盤・ 
斜面 

０ 人は揺れを感じな

い。 
      

１ 
屋内にいる人の一

部が，わずかな揺

れを感じる。 

      

２ 

屋内にいる人の多

く が 揺 れ を 感 じ

る。眠っている人

の一部が目を覚ま

す。 

電灯などのつり

下げ物が，わず

かに揺れる。 

     

３ 

屋内にいる人のほ

とんどが，揺れを

感じる。恐怖感を

覚える人もいる。 

棚にある食器類

が，音を立てる

ことがある。 

電線が少し揺れ

る。 
    

４ 

かなりの恐怖感が

あ り ， 一 部 の 人

は，身の安全を図

ろうとする。眠っ

ている人のほとん

ど が ， 目 を 覚 ま

す。 

つり下げ物は大

きく揺れ，棚に

ある食器類は音

を立てる。座り

の悪い置物が，

倒れることがあ

る。 

電線が大きく揺

れる。歩いてい

る人も揺れを感

じる。自転車を

運転していて，

揺れに気付く人

がいる。 

    

 

多くの人が，身の

安全を図ろうとす

る。一部の人は，

行動に支障を感じ

る。 

つり下げ物は激

しく揺れ，棚に

ある食器類，書

棚の本が落ちる

ことがある。座

りの悪い置物の

多くが倒れ，家

具が移動するこ

とがある。 

窓ガラスが割れ

て落ちることが

ある。電柱が揺

れ る の が わ か

る。補強されて

いないブロック

塀が倒れること

がある。道路に

被害が生じるこ

とがある。 

耐震性の低い住

宅では，壁や柱

が破損するもの

がある。 

耐震性の低い建

物では，壁など

に亀裂が生じる

ものがある。 

安全装置が作動し，

ガスが遮断される家

庭がある。まれに水

道 管の 被 害 が発生

し，断水することが

ある。［停電する家

庭もある。］ 

軟弱な地盤 
で，亀裂が生

じることがあ

る。山地で落

石，小さな崩

壊が生じるこ

とがある。 

5 強 
 

非常な恐怖を感じ

る。多くの人が，

行動に支障を感じ

る。 

棚 に あ る 食 器

類，書棚の本の

多くが落ちる。

テレビが台から

落ちることがあ

る。タンスなど

重い家具が倒れ

ることがある。

変形によりドア

が開かなくなる

ことがある。一

部の戸がはずれ

る。 

補強されていな

いブロック塀の

多くが倒れる。

据付けが不十分

な自動販売機が

倒れることがあ

る。多くの墓石

が倒れる。自動

車の運転が困難

となり，停止す

る車が多い。 

耐震性の低い住

宅では，壁や柱

がかなり破損し

たり，傾くもの

がある。 

耐震性の低い建

物では，壁，

梁，柱などに大

きな亀裂が生じ

るものがある。

耐震性の高い建

物でも，壁など

に亀裂が生じる

ものがある。 

家庭などにガスを供

給するための導管，

主要な水道管に被害

が発生することがあ

る。［一部の地域で

ガス，水道の供給が

停 止す る こ とがあ

る。］ 

 

6 弱 

立っていることが

困難になる。 
固定していない

重い家具の多く

が移動，転倒す

る。開かなくな

るドアが多い。 

か な り の 建 物

で，壁のタイル

や窓ガラスが破

損，落下する。 

耐震性の低い住

宅では，倒壊す

るものがある。

耐震性の高い住

宅でも，壁や柱

が破損するもの

がある。 

耐震性の低い建

物では，壁や柱

が破損するもの

がある。耐震性

の高い建物でも

壁梁，柱などに

大きな亀裂が生

じるものがあ

る。 

家庭などにガスを供

給するための導管，

主要な水道管に被害

が発生する。［一部

の地域でガス，水道

の供給が停止し，停

電 す る こ と も あ

る。］ 

地割れや山崩

れなどが発生

することがあ

る。 

6 強 

立っていることが

できず，はわない

と動くことができ

ない。 

固定していない

重い家具のほと

んどが移動，転

倒する。戸が外

れて飛ぶことが

ある。 

多くの建物で，

壁のタイルや窓

ガラスが破損，

落下する。補強

されていないブ

ロック塀のほと

んどが崩れる。 

耐震性の低い住

宅では，倒壊す

るものが多い。

耐震性の高い住

宅でも，壁，柱

がかなり破損す

るものがある。 

耐震性の低い建

物では，倒壊す

るものがある。

耐震性の高い建

物でも，壁や柱

が破壊するもの

がかなりある。 

ガスを地域に送るた

めの導管，水道の配

水施設に被害が発生

す るこ と が ある。

［一部の地域で停電

する。広い地域でガ

ス，水道の供給が停

止 す る こ と が あ

る。］ 

 

7 

揺れにほんろうさ

れ，自分の意志で

行動できない。 

ほとんどの家具

が 大 き く 移 動

し，飛ぶものも

ある。 

ほとんどの建物

で，壁のタイル

や窓ガラスが破

損，落下する。

補強されている

ブロック塀も破

損するものがあ

る。 

耐震性の高い住

宅でも，傾いた

り，大きく破壊

す る も の が あ

る。 

耐震性の高い建

物でも，傾いた

り，大きく破壊

するものがあ

る。 

［広い地域で電気，

ガス，水道の供給が

停止する。］ 

大 き な 地 割

れ，地すべり

や山崩れが発

生し，地形が

変ることもあ

る。 

※ライフラインの〔〕内の事項は，電気，ガス，水道の供給状況を参考として記載したものである。 
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第２節 災害救助法施行細則に基づく被害状況報告表 

 

発生 

被害状況報告表 中間 様式 

決定 

保健福祉部厚生総務課扱 

令和  年  月  日  時現在 

市町村 

① 災害発生の日時 

② 災害発生の場所 

③ 災害発生の原因 

④ 被災の状況 

区 分 棟 世 帯 人 備 考 

ア 
人
的
被
害 

死者     

イ 行方不明者     

ウ 負
傷
者 

重傷     

エ 軽傷     

オ 

住
家
被
害 

全壊・全焼又は流失 棟 世 帯 人  

カ 半壊又は半焼     

キ 一部破損     

ク 床上浸水     

ケ 床下浸水     

⑤ 救助の措置     

            救助の種類 
区分 

    

ア すでに措置したもの     

イ 今後措置を要するもの     

⑥ その他の特記事項     

令和  年  月  日  時報告 
 

茨城県保健福祉部長殿 
(報告者)            市災害対策本部長 
報告書作成者  職 氏 名               (印) 
 

注: 1 電話報告の際もこの様式によって行うこと。 
2 災害救助法発動前における報告もこの様式によること。 
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第３節 茨城県広域消防相互応援協定書 

 

第一章 総則 

(目的) 

第１条 この協定は，大規模かつ広域的な災害に対応するため消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第

21 条の規定に基づき，茨城県下の市町村，消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

(以下｢市町村等｣という。)相互の消防力を活用して，災害による被害を最小限に防止するため

の消防相互応援について，必要な事項を定めるものとする。 

(協定区域) 

第２条 この協定の実施区域は，協定を締結した市町村等(以下｢協定市町村｣という。)の全域とする。 

(対象災害) 

第３条 この協定の対象災害は，消防組織法第 1 条に規定する水災害又は地震等の災害(以下｢災害｣と

いう。)で，応援活動を必要とするものをいう。 

(報告及び連絡調整) 

第４条 前条に規定する災害が発生したとき，災害が発生した市町村等(以下｢発生市町村等｣という。)

の長又は消防長(以下｢発生市町村等の長｣という。)は，県に対し災害の状況等について報告し，

この協定による応援に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。ただし，緊急の場

合は，この限りではない。 

第二章 相互応援 

(応援要請) 

第５条 この規定に基づく応援要請は，発災市町村等の長が，次のいずれかに該当する場合に，他の協

定市町村の長又は消防長に行うものとする。 

１)その災害が，協定市町村に拡大し，又は影響を与える恐れのある場合 

２)発災市町村等の消防力によっては，防ぎょが著しく困難と認める場合 

３)その災害を防ぎょするため，協定市町村が保有する車両及び資機材等を必要と認める場合 

４)その他必要と認める場合 

２ 前条に規定する県に対しての報告及び前項に規定する応援要請は，次の各号に掲げる次項を

明らかにして，電話等により行い，後に文章を速やかに提出するものとする。 

１)災害の種別 

２)災害発生の日時，場所及び被害の状況 

３)要請する車両，資機材等の種別及び数量並びに人員 

４)応援隊の到着希望日時及び集結場所 

５)その他必要事項 

(応援隊の派遣) 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた協定市町村(以下｢応援市町村等｣という。)の長又は消防長

(以下｢応援市町村等の長｣という。)は，特別の事由がない限り，残留警防力に支障のない範囲

において応援を行うものとする。 

２ 応援市町村等の長は，応援隊を派遣するときは，出発時刻等必要事項を遅滞なく発災市町村

等の長に通報するものとする。 

３ 応援市町村等の長は，応援隊を派遣することができない場合には，その旨を速やかに発災市

町村等の長に通報するものとする。 

(消防用資機材等の調達手配) 

第７条 応援市町村等の長は，発災市町村等の長から消防用資機材等の調達及び輸送について依頼を受

けた場合は，速やかに手配するとともに，その結果を発災市町村等の長に通報するものとする。 

(応援隊の指揮) 



資料編 

264 

第８条 応援隊の指揮は，発災市町村等の長が応援隊の指揮を通じて行うものとする。ただし，緊急の

場合は，直接隊員に行うことができる。 

(報告) 

第９条 応援市町村等の長は，応援活動の結果を速やかに発災市町村等の長に報告するものとする。 

２ 発災市町村等の長は，災害活動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等の長に報告するも

のとする。 

第三章 連絡会議 

(連絡会議) 

第 10 条 協定事務の円滑な推進を図るため，必要な都度，市町村等の消防機関の間において連絡会議

を開催するものとする。 

(協議事項) 

第 11 条 連絡会議は，次の各号に掲げる次項について行うものとする。 

１)消防相互応援に関すること。 

２)市町村等の消防現況，消防事象，特殊災害等の資料の交換に関すること。 

３)市町村等の部隊派遣計画及び合同訓練に関すること。 

４)警防技術に関すること。 

５)消防用資機材等の開発及び研究資料の交換に関すること。 

６)その他必要な事項。 

第四章 経費負担 

(経費の負担) 

第 12 条 応援出動に要する経費の負担については，次の各号に定めるところによる。 

１ 応援市町村等が負担する経費 

１)人件費，消費燃料等の経常的経費 

２)応援職員(消防団員を含む。以下同じ。)が応援業務により負傷し，疾病にかかり又は死亡し

た場合における公務災害補償に要する経費 

３)応援職員が発災市町村等への往復の途中において第三者に損害を与えた場合の賠償費 

４)第 7 条の規定に基づき，消防職員をして輸送及び連絡などに要する経費 

２ 発災市町村等が負担する経費 

１)応援市町村等の要請にかかわる救援物資及び第 7 条に規定する消防用資機材等の調達経費 

２)応援活動が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧並びに消火薬剤等の支給に要する経費 

３)前各号に定める経費以外の経費については，その都度発災市町村等と応援市町村等との間で

協議し定めるものとする。 

第五章 雑 則 

(他協定との関係) 

第13 条 この協定は，市町村等の長が別に消防組織法第21 条により締結している消防の相互の応援に

関する他の協定を排除するものではない。 

(実施細目) 

第 14 条 この協定の実施について必要な事項は，市町村等の長が協議して定めるものとする。 

(疑 義) 

第 15 条 この協定についての疑義の生じた事項及びこの協定に定めのない事項については，協定市町

村の長が協議して定めるものとする。 

(協定書の保管) 

第 16 条 この協定を証するため協定市町村の長は，それぞれ記名押印のうえ各１通を保管する。 

付 則 

この協定は，平成元年４月１日から効力を生ずる。 
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第４節 潮来市防災会議条例 

○潮来市防災会議条例 

昭和 38 年 1 月 21 日 

条例第 5 号 

(注) 平成 24 年 10月から改正経過を注記した。 

(趣旨) 

第１条 この条例は，災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 16条第 6項の規定に基づき，潮来市

防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は，次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 潮来市地域防災計画を作成し，及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し，市長に答申すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

(平 24 条例 17・一部改正) 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は，会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は，市長をもって充てる。 

３ 会長は，会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員の定数は 30 人以内とし，次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 茨城県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(３) 茨城県警察官のうちから市長が任命する者 

(４) 市長の部内の職員のうちから市長が指名した者 

(５) 教育長 

(６) 消防団長 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから市長が任命する者 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(平 24 条例 17・一部改正) 

(専門委員) 

第４条 防災会議に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は，関係地方行政機関の職員，茨城県の職員，市の職員，関係指定公共機関の職員，関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，その職を失うものとする。 

(委任) 

第５条 この条例に定めるもののほか，防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は，

会長が防災会議に諮って定めるものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和 39年 9月 29 日条例第 31 号) 

この条例は，公布の日から施行し，昭和 39年 9月 1 日から適用する。 

附 則(平成 12年 3月 27 日条例第 6号) 

この条例は，平成 12 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24年 10 月 3日条例第 17 号) 

この条例は，公布の日から施行し，平成 24年 6月 27日から適用する。 
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第５節 潮来市防災会議規程 

 

○潮来市防災会議規程 

昭和 39 年 9 月 15 日 

訓令第 8 号 

(趣旨) 

第１条 この規程は，潮来市防災会議条例(昭和 38 年条例第 5 号)第 5 条の規定に基づき，防災会議の

議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会議) 

第２条 防災会議は，会長がこれを招集し，会議の議長となる。 

(議事の決定) 

第３条 防災会議の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

２ 前項の場合においては，議長は議決に加わることはできない。 

(庶務) 

第４条 会議の庶務は，総務課が主管とする。 

(会議録) 

第５条 議長は，会議録を調製し，会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。 

２ 会議録には，議長及び議長が会議において指名した委員 2人がこれに署名しなければならない。 

付 則 

この規程は，昭和 39 年 9月 15 日から施行する。 

付 則(昭和 43年 3月 23 日訓令第 8号) 

この規程は，公布の日から施行する。 

付 則(昭和 61年 2月 28 日訓令第 3号) 

この規程は，公布の日から施行する。 
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第６節 潮来市災害対策本部条例 

 

○潮来市災害対策本部条例 

昭和 38 年 7 月 29 日 

条例第 16号 

(注) 平成 24 年 10月から改正経過を注記した。 

(目的) 

第 1条 この条例は，災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 23条の 2第 8項の規定に基づき，潮

来市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

(平 24 条例 18・一部改正) 

(組織) 

第２条 災害対策本部長は，災害対策本部の事務を総括し，所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は，災害対策本部長を助け，災害対策本部長に事故があるときは，その職務を

代理する。 

３ 災害対策本部員は，災害対策本部長の命を受け，災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第３条 災害対策本部長は，必要と認めるときは，災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は，災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き，災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は，部の事務を掌理する。 

(委任) 

第４条 この条例に定めるもののほか，災害対策本部に関し必要な事項は，災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は，昭和 38 年 8月 1 日から施行する。 

附 則(平成 13年 4月 1日条例第 10 号) 

この条例は，平成 13 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24年 10 月 3日条例第 18 号) 

この条例は，公布の日から施行し，平成 24年 6月 27日から適用する。 
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○潮来市総合災害補償規程 

昭和 59 年７月１日 

訓令第６号 

(趣旨) 

第１条 この規程は，全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い，潮来市(以下「甲」という。)が

設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動，文化活動等の社会教育活動，社会

福祉活動，社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り，

その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場

合の補償について定める。 

(補償する対象) 

第２条 甲は，自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動，社会教育活動，

社会福祉活動，社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下

「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り，その直接の結果として死亡した場合若しく

は後遺障害(身体の一部を失い，又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下

同様とする。)を生じた場合又は入院した場合，当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」

という。)に対し，この規程に従い補償を行う。 

２ 前項の傷害には，身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入，吸収又は摂取し

たときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入，吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除

く。)を含む。ただし，細菌性中毒は含まない。 

(補償金額と補償基準) 

第３条 甲は，別表の給付表に定める給付額を，補償金として被災者に支払うものとする。ただし，学

校管理下にある者については入院補償給付金は対象とならない。 

(補償金を支払わない場合) 

第４条 甲は，直接であると間接であるとを問わず，次に掲げる事由により，被災者が身体に傷害を被

り，その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合にお

いては補償金を支払わないものとする。 

(１)被災者の故意 

(２)この規程に基づき，死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし，その者が死亡給付金の

一部の受取人である場合には，他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。 

(３)被災者の自殺行為又は犯罪行為 

(４)被災者の脳疾患，疾病又は心神喪失 

(５)被災者の妊娠，出産又は流産 

(６)大気汚染，水質汚濁等の環境汚染。ただし，環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による

場合にはこの限りでない。 

(７)戦争，外国の武力行使，革命，政権奪取，内乱，武装反乱その他これらに類似の事変若し

くは暴動又はこれらに随伴して生じた事故 

(８)地震，噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故 

(９)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物

(原子核分裂生成物を含む。)の放射性，爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性に

よる事故又はこれらに随伴して生じた事故 

(10)前号以外の放射線照射又は放射能汚染 

第７節 潮来市総合災害補償規程 
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(11)スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故 

(この規程の適用除外) 

第５条 この規程は，次の各号の者には適用しない。 

(１)甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこ

れに準ずる補償を受ける者を含む。) 

(２)運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア，スポーツ団体で高等学校，高等

専門学校，大学(短期大学を含む。)の学生，生徒，官公署，会社等の社会人により構成さ

れた体育部，競技部，運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構

成員 

(準用規定) 

第６条 この規程にない事項については，「全国市村会総合賠償補償保険契約特約書」，「災害補償保

険普通保険約款」，「スポーツ障害補償特約条項」，「学校管理下災害補償特約条項」並びに

「入院医療補償保険金の支払いに関する条項」の規定を準用する。 

付 則 

この規程は，昭和 59 年７月１日から施行する。 

 

 

別表(第 3 条関係) 

区分 給付額(最高) 

死亡給付金 300 万円 

後遺障害給付金 災害補償保険普通保険約款の定めにより  300 万円～9 万円 

医療補償給付金 入院日数 10,000 円 

1 日以上 5 日まで 

通院日数 10,000 円 

6 日以上 15 日まで 

入院日数 30,000 円 

6 日以上 15 日まで 

通院日数 30,000 円 

16 日以上 30 日まで 

入院日数 60,000 円 

16 日以上 30 日まで 

通院日数 45,000 円 

31 日以上 60 日まで 

入院日数 90,000 円 

31 日以上 60 日まで 

通院日数 60,000 円 

61 日以上 

入院日数 120,000 円 

61 日以上 90 日まで 

 

入院日数 150,000 円 

91 日以上 
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第８節 自衛隊の災害派遣要請について(依頼) 

(様式 1) 

 

文書番号第     号 

令和  年  月  日 

茨城県知事殿 

潮来市長         印  

 

自衛隊の災害派遣要請について(依頼) 

 
うえのことについて，自衛隊法第 83 条の規定による自衛隊の派遣を，下記のとおり依頼します。 

 

記 

1 災害の情況及び派遣要請の事由 

1 災害の種類 水害，地震，津波，風害，火災，土砂崩れ，遭難，交通事故，その他( ) 

2 災害発生の日時  令和  年  月  日  時  分 

3 場  所 

4 被害状況 

5 要請する理由 

 

2 派遣を希望する期間 

自 令和  年  月  日  時  分 

至 令和  年  月  日  時  分 

 

3 派遣を希望する区域及び活動内容 

1 活動希望区域     県       市        町 

郡        村 

2 活動内容 

 

4 その他参考事項 

1 現地において協力しうる団体，人員，機材等の数量及びその状況 

2 派遣部隊の宿営(宿泊)地又は宿泊施設の状況 

3 現地における要請者側の責任者及びその連絡方法 

4 気象の概況 

5 その他 
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第９節 自衛隊の災害派遣部隊の撤収について(依頼) 

(様式 2) 

 

文書番号第     号 

令和  年  月  日 

茨城県知事殿 

潮来市長           印    

  

自衛隊の災害派遣部隊の撤収について(依頼) 

 

令和  年  月  日付     号で依頼した自衛隊の災害派遣については，下記のとおり部隊の撤収 

要請を依頼します。 

 

記 

 

1 撤収要請理由 

 

 

 

 

2 撤収期日         令和     年     月     日     時     分 

 

 

3 その他必要事項 
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第１０節 避難所一覧 

 

指定緊急避難場所 

No. 名称 行政区 No. 名称 行政区 
1 西丁公民館 西丁 34 曲松集会所 曲松 
2 大野塚公民館 大野塚 35 古高農村集落センター 古高 
3 浜丁公民館 浜丁 36 小泉農村集落センター 小泉 
4 上丁公民館 上丁 37 新宮農村集落センター 新宮 
5 下丁公民館 下丁 38 大山区集会所 大山 
6 あやめ 2 丁目会館 あやめ 2 丁目 39 下田農村集落センター 下田 
7 二丁目会館 二丁目 40 洲崎集会所 洲崎 
8 三丁目会館 三丁目 41 東区集会所 東 
9 四丁目会館 四丁目 42 西区農村集落センター 西 
10 五丁目水郷クラブ 五丁目 43 徳島ふれあいセンター 徳島 
11 六丁目会館 六丁目 44 福島区コミュニティーセンター 福島 
12 七丁目会館 七丁目 45 米島農村集落センター 米島 
13 八丁目会館 八丁目 46 前川集会所 前川 
14 七軒丁会館 七軒丁 47 水原担い手センター 水原 1 
15 大洲公民館 大洲 48 水原 2 区集会所 水原 2 
16 十番農村集落センター 十番 49 水原 3 区横山会館 水原 3 
17 十四番集会所 十四番 50 釜谷農村集落センター 釜谷 
18 日の出 1 丁目集会所 日の出 1 丁目 - 大生原公民館（2次避難所） 大生 
19 日の出 2 丁目集会所 日の出 2 丁目 51 大賀農村集落センター 大賀 
20 日の出 3丁目集会所 日の出 3 丁目 52 牛堀農業転作推進センター 牛堀第一 
21 日の出 4 丁目集会所 日の出 4 丁目 53 牛堀地区コミュニティーセンター 牛堀第二 
22 日の出 5 丁目集会所 日の出 5 丁目 54 永山農村集落センター 永山東，永山西 
23 防災コミュニティセンター 日の出 6 丁目 55 堀之内農村集落センター 堀之内 
24 日の出 7 丁目集会所 日の出 7 丁目 56 茂木農村集落センター 茂木 
25 日の出 8 丁目集会所 日の出 8 丁目 57 清水田園都市センター 清水 
26 新町集会所 新町 58 芝宿農村集落センター 芝宿 
27 後明公民館 後明 59 横須賀西農村集落センター 横須賀西 
28 将監東集会所 将監 60 上戸川公民館 横須賀東 
29 江寺農村集落センター 江寺 61 台上戸農村集落センター 台上戸 
30 貝塚農村集落センター 貝塚 62 宿田園都市センター 宿 
31 築地農村集落センター 築地 63 古宿農村集落センター 古宿 
32 川尾区集会所 川尾 64 赤須農村集落センター 赤須 
33 須賀集会所 須賀    
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指定避難所 

名称 

住所 TEL  想定収容人数 
建物等面積㎡ 避難所 

避難場

所 計 
教室棟 構造 屋内運

動場 構造 運動場
用地 教室棟 屋内運

動場 小計 

潮来小学校 
潮来 471 62-2069 

904 SC1 階 9,447 690 270 960 940 1,900 
3,910 RC2 階・木造 2

階 

津知小学校 
辻 829-1 63-1383 

904 SC1 階 26,790 550 270 820 2,670 3,490 
2,728 RC2-3 階 

延方小学校 
小泉 2090 66-2076 

904 SC1 階 10,948 830 270 1,100 1,090 2,190 
4,127 RC2-4 階 

大生原小学校 
水原 1988-1 67-5004 

724 SC1 階 8,855 370 220 590 880 1,470 
1,875 RC2 階 

日の出小学校 
日の出 3-12-1 66-2020 

1,004 SC1 階 10,257 840 300 1,140 1,020 2,160 
4,232 RC2-3 階 

牛堀小学校 
堀之内 1219-1 64-5536 

1,111 RC2 階 11,374 1,080 330 1,410 1,130 2,540 
5,401 RC2 階 

潮来第一中学校 
潮来 1270 62-2334 

2,296 RC2 階 16,663 1,120 690 1,810 1,440 3,250 
5,602 RC3 階 

潮来第二中学校 
新宮 1868-1 66-2344 

1,666 SC2 階 17,151 900 270 1,170 1,710 2,880 
4,990 RC3 階 

日の出中学校 
日の出 3-9-18 66-5852 

2,311  16,000 610 450 1,060 1,600 2,660 
4,619 RC3 階 

牛堀中学校 
堀之内 1009 64-2231 

1,180 SC1 階 31,000 690 350 1,040 3,100 4,140 
3,468 RC3 階 

茨城県立潮来高等学校 
須賀 3025 66-2142 

2,300  35,400 1,080 690 1,770 3,540 5,310 
5,427 RC3 階 

潮来公民館 
潮来 456-1 62-3522 

   390  390  390 
1,952 RC2 階 

津知公民館 
辻 794-1 62-4755 

   150  150  150 
795 RC2 階 

延方公民館 
新宮 1942-1 66-6011 

   120  120  120 
631 RC2 階 

大生原公民館 
大生 1027-4 67-5898 

   140  140  140 
710 RC2 階 

中央公民館 
日の出 3-11 66-0660 

   730  730  730 
3,698  

牛堀公民館 
牛堀 719 64-5230 

   270  270  270 
1,378 RC2 階 

旧牛堀第二小学校体育館 
堀之内 1664 63-1111 

潮来市役所 691  3,666  200 200 360 560 
691 SC1 階 

旧八代小学校体育館 
島須 733 同 上 

717  6,810  210 210 680 890 
717 SC1 階 

潮来市立図書館 牛堀 289 80-3311 
1,187  9,186 230  230 910 1,140 

1,187 RC2 階 

かすみ保健福祉センター 
福祉避難所 

島須 777 64-5240 
1,272  7,194 250  250 710 960 

1,272 RC2 階 

潮来保健センター 
辻 779 63-1296 

社会福祉協議会 753  1,186 150  150 110 260 
753 RC1 階 

本市人口：  26,088 
令和７年１月 

合    計 11,190 4,520 15,710 21,890 37,600 
市民収容率 42.8% 17.3% 60.2% 83.9% 144.1% 

注：建物構造略称：RC＝鉄筋コンクリート造，SC＝鉄骨造 
算出は，有効面積に対し，1 人当たり 2 平方メートル（国土交通省の避難面積基準） 
収容人員算定は，避難所建物延べ床面積に有効収容面積比率 

教室等建物 ４０％ 相当で算出 
体育館等 ６０％ 相当で算出 
広場（避難場所） ２０％ 相当で算出 
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「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書」締結施設一覧 

番

号 
施設種類 協定締結日 法人名 施設名 施設住所 電話番号 

1 

高齢者施設 
平成 27 年 

4 月１日 
（福）至福会 

特別養護老人ホーム あやめ荘 
潮来市 

水原 1549-1 
0299-67-5511 

2 老人デイサービスセンター 白鳥 
潮来市 

水原 3474 
0299-80-2222 

3 高齢者施設 
平成 27 年 

4 月 1 日 
（福）江戸川豊生会 

特別養護老人ホーム 福楽園 
潮来市 

上戸 1921-1 
0299-64-6767 

4 
高齢者施設 

障害者施設 
グループホーム 福楽園コスモス 

5 高齢者施設 
平成 27 年 

4 月 1 日 
（福）光峰会 特別養護老人ホーム いたこの郷 

潮来市 

大生 804-556 
0299-66-5533 

6 高齢者施設 
平成 27 年 

4 月 1 日 
（医）晴生会 介護老人保健施設 あおぞら 

潮来市 

延方 5405-1 
0299-66-4811 

7 

高齢者施設 
平成 27 年 

4 月 1 日 

（有）茨城まごころ 

   介護サービス 

グループホーム こころ 
潮来市 

日の出 1-21-1 

0299-80-9055 

8 デイサービス こころ 0299-80-9066 

9 障害者施設 
平成 27 年 

4 月 1 日 
（福）鹿島育成園 鹿島育成園 

潮来市 

大賀 438-4 
0299-66-3439 

10 特別支援学校 
平成 28 年 

2 月 25 日 

茨城県立 

鹿島特別支援学校 
茨城県立 鹿島特別支援学校 

鹿嶋市 

沼尾 1195 
0299-82-7700 

11 障害者施設 
平成 29 年 

4 月 1 日 
㈱グッドライフ グループホーム みはる園 

潮来市 

辻 1543-3 
0299-77-5200 

12 障害者施設 
平成 31 年 

1 月 17 日 
（福）創志会 ライフサポートセンター いたこ 

潮来市 

日の出 5-24 
0299-77-7828 

13 障害者施設 
令和 3 年 

12 月 28 日 
（株）サシノベルテ 子供サークル 潮来 

潮来市 

日の出 2-11-14 
0299-94-8600 

14 障害者施設 
令和 4 年 

1 月 4 日 
（株）スマイル エバーグリーン 潮来 

潮来市 

日の出 6-11-13 
0299-77-7141 
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第１１節 土砂災害警戒区域指定箇所一覧 

表－土砂災害警戒区域指定箇所一覧表 

番号 箇所名 所在地 自然現象の区分 
警戒 

区域 

特別 

警戒 

区域 

避難所 避難経路 

１ 塙 永山塙 急傾斜地の崩壊 ○  牛堀公民館 R355～R51 号線 

２ 梶内１ 永山梶内 急傾斜地の崩壊 ○  牛堀公民館 〃 

３ 表山 永山表山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 牛堀公民館 〃 

４ 新田 上戸新田 急傾斜地の崩壊 ○ ○ かすみ保健センター 市(牛)4128 号線沿い 

５ 馬峰 島須馬峰 急傾斜地の崩壊 ○ ○ かすみ保健センター 県道大賀・牛堀線沿い 

６ 古宿 島須古宿 急傾斜地の崩壊 ○ ○ かすみ保健センター 市(牛)1-4 号線より 

７ 鳥打山 牛堀鳥打山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来市立図書館 R51 号線より 

８ 明神山 清水明神山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 牛堀小学校 市(牛)1-2 号線より 

９ 梶内２ 永山梶内 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 牛堀公民館 牛堀公民館 R51 号線より 

１０ 権現台 牛堀権現台 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来市立図書館 市(牛)1-5 号，1015 号線 

１１ 新立 上戸新立 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来市立図書館 市(牛)4128 号線より 

１２ 古宿 島須古宿 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来市立図書館 市(牛)1-4 号線より 

１３ 前谷 大生前谷 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 大生原公民館 市(潮)231 号線より 

１４ 根山 釜谷根山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 大生原公民館 県道大賀・延方線より 

１５ 田の森 水原田の森 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 
大生原公民館 

〃 

１６ 根本１ 水原根本 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 〃 

１７ 西一丁目 潮来西一丁目 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来公民館 県道竜ヶ崎・潮来線より 

１８ 善棚山 潮来善棚山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来公民館 〃 

１９ 稲荷山 大生稲荷山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 大生原公民館 県道大賀・延方線より 

２０ 根山２ 釜谷根山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 大生原公民館 〃 

２１ 谷田 釜谷谷田 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 

大生原公民館 

市(潮)256 号線より 

２２ 根崎 水原根崎 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 県道大賀・延方線より 

２３ 石田前 水原石田前 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 市(潮)354 号線より 

２４ 大山 潮来市大山 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来第二中学校 市(潮)2-21 号線より 

２５ 新宮 潮来市新宮 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来第二中学校 県道大賀・延方線より 

２６ 小泉 潮来市小泉 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 延方公民館 市(潮)457 号線より 

２７ 坂下 大塚野坂下 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来小学校 市(潮)1-8 号線・R51 号 

２８ 立越 潮来立越 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 潮来第一中学校 R51 号線横断 

２９ 根本２ 潮来根本 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 津知公民館 県道矢幡・潮来線より 

３０ 根ノ塔 辻根ノ塔 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 津知公民館 〃 

３１ 後明前 辻後明前 急傾斜地の崩壊 ○ ○ 津知公民館 〃 

計    ３１ ２９   

令和 6 年 4 月 1 日現在   
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第１２節 急傾斜地危険箇所一覧 

 

表－急傾斜地危険箇所一覧 

 
 箇所番号 レベル 箇所名 所在地区   箇所番号 レベル 箇所名 所在地区   箇所番号 レベル 箇所名 所在地区 

潮
来
地
区 

423-Ⅰ-005 Ⅰ 西一丁目 潮来  

大
生
原
地
区 

423-Ⅱ-006-3 Ⅱ 谷 大生瀬古  

牛
堀
地
区 

422-Ⅱ-006-2 Ⅱ 根古屋 2 島須根古屋 

423-Ⅰ-006-1 Ⅰ 善棚山 潮来  423-Ⅱ-006-4 Ⅱ 谷 大生瀬古  422-Ⅱ-006-3 Ⅱ 根古屋 2 島須根古屋 

423-Ⅰ-006-2 Ⅰ 善棚山 大塚野一丁目  423-Ⅱ-007 Ⅱ 東山 釜谷東山  422-Ⅱ-007 Ⅱ 内野 島須内野 

423-Ⅰ-015 Ⅰ 大塚野 潮来  423-Ⅱ-009-1 Ⅱ 林 水原  422-Ⅱ-008-1 Ⅱ 大山 2 永山大山 

423-Ⅰ-016 Ⅰ 辻 1 潮来  423-Ⅱ-009-2 Ⅱ 林 水原  422-Ⅱ-008-2 Ⅱ 大山 2 永山大山 

423-Ⅰ-017 Ⅰ 辻 2 潮来  423-Ⅱ-017-1 Ⅱ 行間 水原行間  422-Ⅱ-008-3 Ⅱ 大山 2 永山大山 

423-Ⅱ-001 Ⅱ 小里 潮来小里  423-Ⅱ-017-2 Ⅱ 行間 水原行間  422-Ⅱ-009 Ⅱ 塙 2 永山塙 

423-Ⅱ-013-1 Ⅱ 立兼 潮来立兼  423-Ⅲ-004 Ⅲ 台山 水原台山  422-Ⅱ-010 Ⅱ 堀之内 堀之内 

423-Ⅱ-013-2 Ⅱ 立兼 潮来立兼  423-Ⅲ-006-1 Ⅲ 大谷 釜谷大谷  422-Ⅲ-001 Ⅲ ⾧久保 清水⾧久保 

423-Ⅱ-013-3 Ⅱ 立兼 潮来立兼  423-Ⅲ-006-2 Ⅲ 大谷 釜谷大谷  422-Ⅲ-002 Ⅲ 栗穂 島須栗保 

423-Ⅱ-014 Ⅱ 弁才天 潮来弁才天        422-Ⅲ-003-1 Ⅲ 新堀 島須新堀 

423-Ⅱ-015-1 Ⅱ 小里 2 潮来小里    422-Ⅲ-003-2 Ⅲ 新堀 島須新堀 

423-Ⅱ-015-2 Ⅱ 小里 2 潮来小里   箇所番号 レベル 箇所名 所在地区  422-Ⅲ-003-3 Ⅲ 新堀 島須新堀 

津
知
地
区 

423-Ⅰ-018 Ⅰ 辻 3 辻  

牛
堀
地
区 

422-Ⅰ-001 Ⅰ 塙 永山塙  422-Ⅲ-004 Ⅲ 新林 島須新林 

423-Ⅰ-019 Ⅰ 辻 4 辻  422-Ⅰ-002 Ⅰ 梶内 永山梶内  422-Ⅲ-005 Ⅲ 中ノクキ 永山中ノクキ 

423-Ⅱ-016 Ⅱ 後明越 辻後明越  422-Ⅰ-003 Ⅰ 永山東 永山  422-Ⅲ-006 Ⅲ 勘弥 永山勘弥 

423-Ⅲ-002 Ⅲ 川尾 築地川尾  422-Ⅰ-004 Ⅰ 大久保 上戸  422-Ⅲ-007 Ⅲ 石井戸 上戸石井戸 

延
方
地
区 

423-Ⅰ-012 Ⅰ 延方 1 大山  422-Ⅰ-005 Ⅰ 宿 島須  422-Ⅲ-008-1 Ⅲ 石井戸 2 上戸石井戸 

423-Ⅰ-013 Ⅰ 延方 2 新宮  422-Ⅰ-006 Ⅰ 古宿 島須  422-Ⅲ-008-2 Ⅲ 石井戸 2 上戸石井戸 

423-Ⅰ-014 Ⅰ 延方 33 小泉  422-Ⅰ-007-1 Ⅰ 鳥打山 牛堀  422-Ⅲ-009 Ⅲ 新立 上戸新立 

423-Ⅱ-011 Ⅱ 小泉 2 延方小泉  422-Ⅰ-007-2 Ⅰ 鳥打山 永山  422-Ⅲ-010-1 Ⅲ 前野 上戸前野 

423-Ⅱ-012 Ⅱ 小泉 3 延方小泉  422-Ⅰ-008 Ⅰ 清水 清水  422-Ⅲ-010-2 Ⅲ 前野 上戸前野 

大
生
原
地
区 

423-Ⅰ-001 Ⅰ 谷 大生  422-Ⅰ-009-1 Ⅰ 梶内 永山  422-Ⅲ-012 Ⅲ 浅間下 上戸浅間下 

423-Ⅰ-002 Ⅰ 根山 釜谷  422-Ⅰ-009-2 Ⅰ 梶内 永山  422-Ⅲ-013 Ⅲ 新林 2 上戸新林 

423-Ⅰ-003 Ⅰ 梶田 水原  422-Ⅰ-010 Ⅰ 牛堀 牛堀  422-Ⅲ-015 Ⅲ 佐ノ古 島須佐ノ古 

423-Ⅰ-004 Ⅰ 根本 水原根本  422-Ⅰ-011 Ⅰ 新田 上戸  422-Ⅲ-017 Ⅲ 天野宮 島須天野宮 

423-Ⅰ-007 Ⅰ 瀬古 大生  422-Ⅰ-012 Ⅰ 古宿 2 茂木  422-Ⅲ-019 Ⅲ 今林 島須今林 

423-Ⅰ-008 Ⅰ 釜谷 釜谷  422-Ⅱ-001 Ⅱ 入ノ山 牛堀入ノ山  422-Ⅲ-020-1 Ⅲ 台 堀之内台 

423-Ⅰ-009 Ⅰ 水原 1 釜谷  422-Ⅱ-002-1 Ⅱ 根古屋 島須城之内  422-Ⅲ-020-2 Ⅲ 台 堀之内台 

423-Ⅰ-010 Ⅰ 水原 2 水原  422-Ⅱ-002-2 Ⅱ 根古屋 島須城之内  422-Ⅲ-020-3 Ⅲ 台 堀之内台 

423-Ⅰ-011 Ⅰ 水原 3 水原  422-Ⅱ-003 Ⅱ 金井作 島須金井作  422-Ⅲ-021 Ⅲ 若槙 島須若槙 

423-Ⅱ-003 Ⅱ 富士山 大賀富士山  422-Ⅱ-004-1 Ⅱ 表久保 清水表久保  422-Ⅲ-022 Ⅲ 木崎 島須木崎 

423-Ⅱ-005 Ⅱ セコ 大生瀬古  422-Ⅱ-004-2 Ⅱ 表久保 表久保  422-Ⅲ-023 Ⅲ 大北 島須大北 

423-Ⅱ-006-1 Ⅱ 谷 大生瀬古  422-Ⅱ-005 Ⅱ 表山 2 永山表山  422-Ⅲ-024 Ⅲ ツク子 上戸ツク子 

423-Ⅱ-006-2 Ⅱ 谷 大生瀬古  422-Ⅱ-006-1 Ⅱ 根古屋 2 島須根古屋       

令和 4 年 9 月現在   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旧潮来町） （旧牛堀町） 

（旧牛堀町） 
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第１３節 茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度，方法及び期間早見表 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の設置  現に被害を受

け，又は受けるお

それのある者を収

容する。 

（基本額） 
避難所設置費 
 1 人 1 日当たり 
   3 2 0 円以内 
（加算額） 
冬季 月に定める額 

 高齢者等の要援護者等を収容

する，「福祉避難所」を設置し

た場合，当該地域における通常

の実費を支出でき，上記を超え

る額を加算できる。 

災害発生の日か
ら 7 日以内 
但し厚生労働大
臣の同意を得た
場合に限り期間
延長あり 

 

１ 費用は，避難所の設
置，維持及び管理のた
めの賃金職員等雇上
費，消耗器材費，建物
等の使用謝金，借上費
又は購入費，光熱水費
並びに仮設便所等の設
置費を含む。 

２ 輸送費は別途計上 

３ 福祉避難所を設置し

た場合，当該地域の実費

加算 

応急仮設住宅

の供与 

 住家が全壊，全

焼又は流失し，居

住する住家がない

者であって，自ら

の資力では住宅を

得ることができな

い者 

１ 1 戸当たりの規模は，応急
救助の趣旨を踏まえ，知事が地
域の実情，世帯構成等に応じて
設定する。 

２ 限度額 1 戸当たり 
5,516,000 円以内 

３ 同一敷地内等に概ね 50 戸以

上設置した場合は，集会等に利

用するための施設を設置でき

る。（規模，費用は別に定める

ところによる） 

 災害発生の日

から 20日以内に

着工 

１ 基準面積は平均 1 戸
当 た り 29.7 ㎡ ，
5,516,000 円以内であ
ればよい。 

２ 高齢者等の要援護者
等を数人以上収容する
「福祉仮設住宅」を設
置できる。 

３ 供与期間 最高 2 年
以内 

４ 民間賃貸住宅の借り

上げによる設置も対象と

する。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

１ 避難所に収容
された者 

２  全 半 壊

（焼），流失，床

上浸水で炊事でき

ない者 

 1 人 1 日当たり 

1,130 円以内 

災害発生の日か
ら 7 日以内 
但し厚生労働大
臣の同意を得た
場合に限り期間
延長あり 

 

食品給与のための総経費
を延給食日数で除した金
額が限度額以内であれば
よい。 

（1 食は 1/3 日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得る

ことができない者

（飲料水及び炊事

のための水である

こと。） 

 当該地域における通常の実費  災害発生の日
から 7 日以内 
但し厚生労働大
臣の同意を得た
場合に限り期間
延長あり 

 

輸送費，人件費は別途計

上 

被服寝具その

他生活必需品

の給与又は貸

与 

全半壊（焼），流

失，床上浸水等に

より，生活上必要

な被服，寝具その

他生活必需品を喪

失又は毀損し，直

ちに日常生活を営

むことが困難な者 

 

 

 

 

 

 

１ 夏季（4 月～9 月）冬季（10
月～3 月）の季別は災害発生
の日をもって決定する。 

 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日か
ら 10 日以内 

但し厚生労働大

臣の同意を得た

場合に限り期間

延長あり 

１ 備蓄物資の価格は年
度当初の評価額 

２ 現物給付に限ること 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

医 療 医療の途を失った者 

（応急的処置） 

１ 救護班…使用した薬剤，

治療材料，医療器具破損等

の実費 

２ 病院又は診療所…国民健

康保険の診療報酬の額以内 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

災害発生の日から 14 日以内 

但し厚生労働大臣の同意を得た

場合に限り期間延長あり 

  

患者等の移送費は

別途計上 

助 産 災害発生の日以前又は以

後7日以内に分べんした者

であって，災害のため助

産の途を失った者（出産

のみならず，死産及び流

産を含み現に助産を要す

る状態にある者） 

１ 救護班等による場合は，

使用した衛生材料等の実費 

 

２ 助産師による場合は，慣

行料金の 100 分の 80 以内の額 

分べんした日から 7 日以内 

但し厚生労働大臣の同意を得た

場合に限り期間延長あり 

  

妊婦等の移送費は

別途計上 

災 害 に か

かった者の

救出 

１ 現に生命，身体が危

険な状態にある者 

２ 生死不明な状態にあ

る者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 3 日以内 

但し厚生労働大臣の同意を得た

場合に限り期間延長あり 

 

１ 期間内に生死

が明らかになら

ない場合は，以

後 「 死体の 捜

索」として取り

扱う。 

２ 輸送費，人件

費は，別途計上 

災 害 に か

かった住宅

の応急修理 

住家が半壊（焼）し，自

らの資力では応急修理を

することができない者 

居室，炊事場及び便所等日常 

生活に必要最小限度の部分 

一世帯当たり 

574,000 円以内 

災害発生の日から 1 月以内  

生業に必要

な資金の貸

与 

住家が全壊(焼)，流失に

より生業の手段を失った

世帯（生業の見込み確実

な具体的事業計画があ

り，償還能力のある者） 

生業費 

1 件当たり 

30,000 円以内 

就職支度費 

1 件当たり 

15,000 円以内 

災害発生の日から 1 月以内  貸与期間 

年以内 

 利子 

無利子 

学用品の給

与 

住家の全壊（焼），流

失，半壊（焼）又は床上

浸水により学用品を喪失

又は毀損し，就学上支障

のある小学校児童，中学

校生徒及び高等学校生徒 

１ 教科書及び教科書以外の

教材で，教育委員会に届出

又はその承認を受けて使用

している教材，又は正規の

授業で使用している教材実

費 

２ 文房具及び通学用品は，1

人当たり次の金額以内 

小学校児童   4,400 円 

中学校生徒   4,700 円 

高等学校等生徒 5,100 円 

災害発生の日から 

（教科書） 

1 月以内， 

（文房具及び通学用品） 

15 日以内 

１ 備蓄物資は評

価額 

２ 入進学時の場

合は個々の実情

に応じて支給す

る。 

 

埋 葬 災害の際死亡した者を対

象にして実際に埋葬を実

施する者に支給 

1 体当たり 

大人（12 歳以上） 

210,200 円 

小人（12 歳未満） 

168,100 円 

災害発生の日から 10 日以内 災害発生の日以前

に死亡した者で

あっても対象とな

る。 

死体の捜索 行方不明の状態にあり，

かつ，各般の事情により

既に死亡していると推定

される者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日から 10 日以内 

但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り

期間延長あ 

１ 輸送費，人件費は別途計上 

２ 災害発生後 3 日を経過したものは一応

死亡したものと推定している。 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

死体の処理 災害の際死亡した者

について，死体に関

する処理（埋葬を除

く。）をする。 

（洗浄，消毒，縫合

等） 
1 体当たり 3,300

円以内 
 

既存建物借上費 
通常の実費 
既存建物以外 
1 体あたり 
5,000 円以内 

 

救護班以外は慣行料

金 

 

災害発生の日から 10

日以内 

１ 検索は原則とし

て救護班 
２ 輸送費，人件費

は別途計上 

３ 死体の一時保存

にドライアイス購入

費等が必要な場合

は，当該地域におけ

る通常の実費を加算

できる。 

障害物の除去 居室，炊事場，玄関

等に障害物が運びこ

まれているため生活

に支障をきたしてい

る場合で自力では除

去することができな

い者 

1 世帯当たり 

135,100 円以内 

災害発生の日から 10

日以内 
但し厚生労働大臣の

同意を得た場合に限

り期間延長あり 

 

 

輸送費及び賃金職員

等雇上費 

１ 被災者の避難 
２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料水の供給 
５ 死体の捜索 
６ 死体の処理 

７ 救助用物資の整

理配分 

当該地域における通

常の実費 

救助の実施が認めら

れる期間以内 

 

実費弁償 災害救助法施行令第

10 条第 1 号から第 4

号までに規定する者 

１人１日当たり 
医師，歯科医師 
20,700 円以内 

薬剤師,診療放射線技

師,臨床検査技師,臨

床工学技士及び歯科

衛生士 
16,200 円以内 
保健師，助産師及び

看護師及び准看護師 
16,500 円以内 

救急救命士 
15,400 円以内 
土木技術者及び建築

技術者 
16,700 円以内 
大工 
23,800 円以内 
左官 
24,500 円以内 
とび職 

23,500 円以内 

 

救助の実施が認めら

れる期間以内 

時間外勤務手当及び

旅費は別途に定める

額 

 


